
令和６年度 

第２回山形市文化財保護委員会 

日  時 令和７年１月２９日（水） 

９時３０分～１０時３０分 

場  所 山形市役所７０１Ａ会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協 議 

（１）文化財の市指定に係る諮問について        資料１ 

                            資料２ 

                            資料３ 

 

４ その他 
 

５ 閉   会 

 

  



 

出 席 者 名 簿 

 

■山形市文化財保護委員会委員 

任期：令和４年６月１日から令和７年５月３１日まで 

氏  名 職  業  等 備  考 

荒木 志伸 山形大学学士課程基盤教育院教授  

伊藤 清郎 山形大学名誉教授 委員長 

北野 博司 東北芸術工科大学教授  

佐藤 琴 
山形大学学士課程基盤教育院教授 

山形大学付属博物館学芸研究員 
 

志村 直愛 東北芸術工科大学教授  

長坂 一郎 元東北芸術工科大学教授  

野口 一雄 元山形県立博物館専門嘱託 副委員長 

（五十音順） 

事 務 局   

山形市文化スポーツ部 文化創造都市課長 村上  武 

 文化創造都市課長補佐 山川  渉 

 課長補佐（兼）文化財係長 齋藤  仁 

 文化財管理調整主幹 植松  薫 

   

   

 



    文  第 ６１１ 号 

令和７年１月２７日 

 

 山形市文化財保護委員会 

 委員長 伊藤 清郎 様 

 

山形市長 佐藤孝弘 

  

文化財の市指定について（諮問） 

 

 下記の文化財を市指定有形文化財に指定することについて、山形市文化財保護条例

第４６条の規定に基づき、貴委員会の意見を求めます。 

 

記 

 
分 類 名 称 員数 所有者 所有者の住所 

有形文化財 木造釈迦如来坐像 １躯 
宗教法人 

廣福寺 
山形市大字若木 

有形文化財 銅造菩薩立像 １躯 
宗教法人 

中性院 
山形市大字山寺 

 
 
 

資料１

1



６

12

20

６

12

20

資料２

1



 
正面 

2



 
背面 

3



  
左側面               右側面 

 
像底 

4



 
 

山 

形 

市 

長 

殿 

推
薦
の
理
由
又
は
意
見 

本
像
は
七
世
紀
後
半
の
様
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
表
現
と
し
て
は
さ
ら
に
過
剰
に
し
た
も
の
、
技
法
と
し
て
は
新
た
な
技
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
制

作
は
、
八
世
紀
後
半
・
奈
良
時
代
後
期
に
入
っ
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
面
相
表
現
や
冠
、
天
衣
の
細
部
表
現
な
ど
繊
細
な
感
覚
を
見
せ
る
も
の
で
奈
良

時
代
の
金
銅
仏
の
遺
品
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
市
に
と
っ
て
は
最
古
の
仏
像
遺
品
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
像
の
伝
来
す
る
中

性
院
が
立
石
寺
内
寺
院
で
あ
る
こ
と
か
ら
他
か
ら
後
世
に
移
入
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
本
像
の
存
在
に
よ
り
立
石
寺
の
創
建
は
八

世
紀
・
奈
良
時
代
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
り
、
本
市
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。 

  
 

右
物
件
を
山
形
市
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る
よ
う
推
薦
す
る 

 
   

  
 
   

  
 
   

令
和 

六 

年 

十
二 

月 

二
〇 

日 
 
 
 
 
 
 
 

山
形
市
文
化
財
保
護
委
員
会
委
員 

 
   

  
 
   

  
 
   

  
 
  
   

 
  
   

 
  
  
  
 
   

   
   

  

推
薦
者
氏
名 

 
  

 
 
  
 
 
 

長
坂 

一
郎 

 
 

  

指 

定 

の 

場 

合 

  

の 

所 

有 

者 

の 

  

意 

向  

 

三 
 

添 

付 

書 

類 

 

 

菩
薩
形
立
像
。
単
髻
を
結
ぶ
。
冠
を
つ
け
る
。
両
耳
上
に
花
形
の
飾
り
を
置
く
。
冠
正
面
に
縦
形
の
下
方
に
小
さ
な
凹
み
が
あ
る
溝
を
彫
る
（
別
製
の
化

仏
を
配
し
た
か
）。
冠
の
両
端
に
花
形
の
飾
り
を
つ
け
る
。
両
耳
前
に
冠
繪
を
垂
ら
す
。
天
冠
台
は
紐
一
条
。
胸
飾
を
つ
け
る
。
上
半
身
に
両
肩
を
覆
う
袖

な
し
状
の
細
い
僧
祇
支
を
つ
け
る
。
天
衣
を
つ
け
る
。
天
衣
は
両
肩
を
覆
い
、
背
面
は
長
く
腰
下
ま
で
垂
ら
し
、
前
面
は
胸
前
か
ら
垂
下
し
て
、
両
膝
部
で

Ｘ
字
状
に
交
差
し
、
さ
ら
に
各
左
右
に
引
き
上
げ
て
上
膊
に
か
け
、
外
側
に
垂
下
す
る
か
。
天
衣
の
前
面
、
背
面
と
も
腰
で
一
度
ひ
ね
り
、
か
つ
そ
の
部
分

は
体
部
か
ら
浮
か
せ
て
い
る
。
左
手
屈
臂
し
て
前
に
出
し
て
腰
横
で
掌
を
前
に
向
け
、
第
一
指
は
伸
ば
し
、
第
二
指
は
曲
げ
、
第
三
・
四
・
五
指
は
緩
や
か

に
伸
ば
す
。
右
手
屈
臂
し
て
前
に
出
し
腰
横
で
掌
を
前
に
向
け
、
第
一
・
二
・
五
指
を
伸
ば
し
、
第
三
・
四
指
を
曲
げ
る
。
裙
を
つ
け
る
（
背
面
に
折
り
返

し
付
き
）
。
裙
の
正
面
に
蔽
膝
状
の
布
を
つ
け
る
。
裙
の
正
面
に
飾
り
帯
を
一
条
足
首
上
ま
で
垂
ら
す
。
両
足
を
そ
ろ
え
て
蓮
台
に
立
つ
。 

本
体
と
蓮
肉
部
は
銅
製
一
鋳
ム
ク
。
左
手
は
肩
以
下
手
先
ま
で
銅
製
別
鋳
で
肩
先
で
銅
鋲
で
と
め
る
。
前
膊
部
外
側
に
か
か
る
天
衣
も
別
鋳
製
で
鋲
で
と

め
る
。
手
先
は
別
鋳
製
で
枘
を
作
り
前
膊
部
に
挿
し
込
む
。
右
手
は
肩
以
下
手
先
ま
で
別
鋳
製
で
肩
先
で
銅
鋲
で
と
め
る
。
前
膊
部
外
側
に
か
か
る
天
衣
も

別
鋳
製
で
鋲
で
と
め
る
。
手
先
は
木
製
で
枘
を
作
り
前
膊
部
に
挿
し
込
む
（
後
補
）。 

腹
を
突
き
出
す
弓
な
り
の
体
形
、
天
衣
を
膝
前
で
Ｘ
字
状
に
交
差
さ
せ
る
形
、
胸
飾
の
形
、
面
部
が
小
さ
く
童
顔
と
し
、
腰
を
細
く
作
る
と
こ
ろ
な
ど
に
、

七
世
紀
後
半
（
飛
鳥
時
代
後
期
・
白
鳳
時
代
）
の
形
式
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
腹
部
を
突
き
出
す
弓
な
り
の
姿
勢
も
本
像
は
七
世
紀
後
期
の
他
像
に
比
べ

る
と
、
そ
の
曲
が
り
が
極
端
で
あ
り
、
ま
た
二
重
の
山
形
冠
や
不
自
然
と
も
見
え
る
極
端
に
細
い
腰
と
そ
こ
の
天
衣
を
浮
か
せ
る
形
式
、
天
衣
を
正
面
、
背

面
と
も
に
一
度
翻
ら
せ
る
な
ど
は
七
世
紀
後
半
の
他
例
に
は
見
ら
れ
ず
、
独
自
な
過
剰
な
表
現
意
識
・
形
式
の
表
出
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
童
顔

の
面
相
も
八
世
紀
の
童
顔
像
（
例
え
ば
岡
寺
菩
薩
半
跏
像
）
に
も
通
ず
る
も
の
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
本
体
と
連
肉
を
一
鋳
と
す
る
技
法
は
八
世
紀
・
奈

良
時
代
に
近
づ
く
と
多
く
な
る
技
法
と
さ
れ
、
体
部
と
両
肩
以
下
お
よ
び
手
先
を
別
製
と
す
る
こ
と
は
「
一
木
造
り
」
の
技
法
に
通
じ
る
（
つ
ま
り
、
金
銅

仏
制
作
の
技
法
と
し
て
は
新
し
い
も
の
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
制
作
は
八
世
紀
後
半
・
奈
良
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
る
。 
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の
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通
の
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所
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所
在
の
場
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一  

物
件
の
調
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種  
  

  
別 

  

山 

形 

市 

指 

定 

文 

化 

財 

推 

薦 

調 
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単
髻
を
結
ぶ
。
後
頭
部
左
右
に
各
一
条
髪
を
垂
ら
す
。
髪
は
肩
上
で
結
び
残
り
を
天
衣
の
上
に
垂
ら
す
。 

冠
を
つ
け
る
。
冠
は
前
後
二
重
で
上
部
が
鋸
歯
形
と
な
る
。
両
耳
上
に
花
形
の
飾
り
を
置
く
。
両
耳
前
に
冠
繪
を
垂 

ら
す
。
天
冠
台
は
組
一
条
。
冠
正
面
に
縦
形
の
下
方
に
小
さ
な
凹
み
が
あ
る
溝
を
彫
る
（
別
製
の
化
仏
を
配
し
た
か
）。 

冠
の
両
端
に
花
形
の
飾
り
を
つ
け
る
。 

両
耳
前
に
冠
繪
を
垂
ら
す
。
天
冠
台
は
組
一
条
。 

胸
飾
を
つ
け
る
。
三
道
は
刻
ま
な
い
。 

上
半
身
に
両
肩
を
覆
う
袖
な
し
状
の
細
い
僧
祇
支
を
つ
け
る
。 

天
衣
を
つ
け
る
。
天
衣
は
両
肩
を
覆
い
、
背
面
は
腰
下
ま
で
垂
ら
しU

字
形
の
た
る
み
を
持
た
せ
、
前
面
は
胸
前
か 

ら
垂
下
し
て
、
両
膝
部
で

X

字
状
に
交
差
し
、
さ
ら
に
各
左
右
に
引
き
上
げ
て
上
膊
に
か
け
、
外
側
に
垂
下
す
る
か
。
天
衣
の
前
面
、
背
面

と
も
腰
で
一
度
ひ
ね
り
、
か
つ
そ
の
部
分
は
体
部
か
ら
浮
か
せ
て
い
る
。 

左
手
屈
臂
し
て
前
に
出
し
て
腰
横
で
掌
を
前
に
向
け
、
第
一
指
は
伸
ば
し
、
第
二
指
は
曲
げ
、
第
三
・
四
・
五
指
は 

緩
や
か
に
伸
ば
す
。 

右
手
屈
臂
し
て
前
に
出
し
腰
横
で
掌
を
前
に
向
け
、
第
一
・
二
・
五
指
を
伸
ば
し
、
第
三
・
四
指
を
曲
げ
る
。 

裾
を
つ
け
る
（
背
面
に
裾
の
折
り
返
し
付
き
）。
裾
の
正
面
に
蔽
膝
状
の
布
を
つ
け
る
。
裾
の
正
面
に
飾
り
帯
を
一 

条
足
首
上
ま
で
垂
ら
す
。 

  
 

仙
山
線
山
寺
駅
下
車 

 

徒
歩
３
０
分 

 

宗
教
法
人 

中
性
院 

 

山
形
市
大
字
山
寺
４
４
５
６―

３ 

 
山
形
市
大
字
山
寺
４
４
５
６―

３ 

 

銅
造
菩
薩
立
像 

 

 

有
形
文
化
財
（
彫
刻
の
部
） 

  

右
物
件
の
指
定
に
際
し
て
は
異
議
な
い
こ
と
同
意
す
る 

                 

令
和 

六 

年 

十
二 

月 

二
〇 

日 
                                        

 

宗
教
法
人 

中
性
院 

          
 
 
 

 
 
 

所
有
者
署
名 

 
 

 
 

 

代
表
役
員 

 
 

清
原 

良
田 

 
 

印 

  

写  

真
（ 

三 

葉 

）     
   

所    

在    

地 

  

地     

番 

  

地     

目 

  

地        

積 

員  

数 

  

所    

有    

者 

  

一
躯   

備    
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正面 
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背面 

 

7



  
左側面               右側面 

8



（案） 

答 申 書 

 
令和７年  月 日 

 
山形市長 佐藤 孝弘   様 
 
                                         山形市文化財保護委員会 
                                          委員長  伊藤 清郎  
 
 
令和７年１月２７日付け文第６１１号にて諮問のありました下記の文化財を

市指定有形文化財に指定することについて、慎重に審議した結果、指定すること

が適当であるとの結論を得ましたので、答申します。 
 

記 

 
分 類 名 称 員数 所有者 所有者の住所 

有形文化財 木造釈迦如来坐像 １躯 
宗教法人 

廣福寺 
山形市大字若木 

有形文化財 銅造菩薩立像 １躯 
宗教法人 

中性院 
山形市大字山寺 

 
 
 

1

資料３


